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IOSCO 作業計画の更新：2024～2025 の計画の概要 

 

公益財団法人日本証券経済研究所 

特任リサーチ・フェロー佐志田晶夫 

 

Ⅰ．はじめに 

本稿では、4月に公表された IOSCOの 2024年～2025年作業計画(1)を紹介する。昨年の

4月に IOSCOは、①金融の強靭性を高める、②市場の有効性を支援する、③投資家を保護

する、④サステナビリティとフィンテックの新たなリスクに対処する、⑤規制での協力と

有効性を促進する、という 5 つのテーマに基づいた 2023 年～2024 年の作業計画を公表し

た(2)。2024 年～2025 年の作業計画はこれを(2)更新するものである。 

 

 新たな作業計画は、2023 年に達成された事項を反映した上で、全体的な作業計画での取

り組み及びファイナンシャルスタビリティスエンゲージメントグループ（FSEG）、フィン

テックタスクフォース（FTF）、サステナブルファイナンスタスクフォース（STF）が

2024年に予定する成果物を組み入れている（IOSCOの組織は図表 1 参照）。 
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Ⅱ． 2024 年計画の概要 

 IOSCOが公表した資料によれば、主なテーマ別の作業の概要は以下の通りである。 

 

①金融の強靭性の向上：FSEG はノンバンク金融仲介（NBFI）活動に関連する問題、特

に NBFI のレバレッジに焦点を合わせ続ける。この分野で IOSCO は FSB のワーキンググ

ループの活動に積極的に貢献しており、NBFI のレバレッジのモニタリングを強化し金融

安定リスクに対処するためにデータと政策作業で協調している。 

 

②市場の有効性を支援：IOSCO はいくつかの当局が提起したシングルネーム CDS 市場の

透明性・流動性欠如への懸念の評価作業に着手する。また、市場仲介者によるプリヘッジ

ング・プラクティスで観察された脆弱性の評価・軽減プロジェクトを開始し、市場の機能

停止とポストトレードリスク削減サービスのグッドプラクティス（好事例）を最終化する。 

 

③投資家を保護：投資家保護のアプローチを強化するために代表理事会は、内部の協調メ

カニズムとして C3、C4、C8 の委員長をメンバーとしシニア代表理事会メンバーを議長と

するリテール投資家コーディネーショングループ（RICG）を設立した。RICG はリテール

オンライン被害、クロスボーダーな影響で悪化するミスコンダクトの懸念を生むリテール

投資家のデジタル市場への参加、デジタルな商品販売の増大への対応の強化を目指す。 

 

④サステナビリティとフィンテックの新たなリスクに対処する：サステナビリティとフィ

ンテックのリスクは引き続き顕著である。フィンテックタスクフォース（FTF）は、DeFi

を含む暗号資産・デジタル資産市場への政策勧告の公表に続いて、フィンテック関するマ

ンデートに沿って、政策実施のモニタリングと人工知能（AI）利用に関連する金融市場で

の技術的発展と金融資産のトークン化に注意を向ける。これらの作業は FTF の 3 つの新し

いワークストリームで遂行される。 

 

STF は国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)への関与を続ける。また、自主的なカー

ボン市場（VCM）に関する作業を最終化し、C1 の支援を受けて国際監査・保証基準審議

会（IAASB）と国際会計士倫理基準審議会（IESBA）による保証と倫理基準の提案の検討

を最終化する。加えて、証券の発行体と資産運用会社が作るトランジションプランについ

ての作業を続け、新しいグリーンプロダクトのトレンドと潜在的な新たなリスクを特定す

るためにグリーンファイナンスに関する新しいワークストリームを開始する。 

                  . 

 
1 IOSCO：“Update to IOSCO 2023-24 Work programme March 2024 – March 2025 Workplan”,April 2024参照。

なお、日本証券業協会の会長会見（2024 年 3 月）の資料 5、“IOSCO 協力会員諮問委員会（AMCC）中間会合等の模
様について”を参考にさせていただいた。 

2 IOSCO：“IOSCO Board Priorities - Work Program 2023-2024”, April 2023を参照。拙稿“IOSCO の 2023 年～

2024 年作業計画の紹介”2023年 5月、当研究所トピックスで概要を紹介した。 
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⑤規制での協力と有効性の促進：IOSCO はメンバー間の多国間情報交換枠組み（MMoU）

の日々の運営から生じる課題を解決する内部メカニズムの強化と IOSCO の諸原則の遵守

の評価での追加作業を通じて、証券規制当局間の規制での協力の振興と促進を続ける。 

 

メンバーの新たなニーズの分析を 2023 年に終えて、2024 年には強化された能力構築プ

ログラムの開発を始める。これはメンバーの規制能力強化を支援し、規制と監督の熟練を

向上させて国際基準を実施するための主な計画である。新たな能力構築の提供は、成長・

新興市場委員会（GEM）や地域委員会と協議して、サステナブルファイナンス、フィンテ

ック、規制の役割及び市場の展開の新しいプログラムを含む、メンバーのニーズと優先課

題に対応するように企画する。 

 

IOSCOの中でいっそうの包摂性を強化、促進する新しいネットワークが設立されつつあ

り、アイデアと経験を交換するフォーラムとして活動する。これは、規制当局者間のダイ

バーシティ促進に焦点を合わせたダイバーシティネットワーク、マネーロンダリング防止

に責任があるメンバーの経験を交換するマネーロンダリング対策（AML）ネットワーク、

クリアリングハウスの監督に責任があるメンバーの CCP（清算機関）ネットワーク、市場

動向のモニタリングを続けるためのベンチマークネットワークを含む。また、メンバー間

の情報と洞察の交換を促す取り組みの広範なプログラムの一部として、発行市場ネットワ

ークも最近設立されている。 

 

なお、2024 年作業計画には新興リスクに関する委員会（CER）の作業が含まれ、隔年

で作業するリスクアウトルック 2025 年～2026 年を策定する。リスクアウトルックは、代

表理事会の優先課題の特定、2025 年～2026 年作業計画開発に情報を提供し支援する。 

 

Ⅲ．2024 年の優先課題と成果物 

 IOSCO の公表資料は、5 つのテーマ毎に 2024 年の計画を説明し、併せて成果物の示唆

的な予定表を提供している。ただし、成果物の期日は作業の展開に依存し、2025 年中の期

日の目標も可能なら示しているが、2025 年～2026 年の作業計画の公表時点（2025 年第 1

四半期の予定）で改訂される可能性がある。以下では成果物の予定をテーマ別に紹介する。 

 

1．金融の強靭性を高める 

 金融の強靭性の向上は、グローバルな金融システムの複雑さと相互接続性増大を考える

と資本市場規制の極めて重要な目的である。 

 

（1）2023年の主な活動 

2023年に IOSCOは、このテーマのプロジェクトで節目となる以下の成果をまとめた。 
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・「希釈化防止のための流動性管理ツール：『集団投資スキームの流動性リスク管理に関す

る提言』の有効な実施のためのガイダンス」の公表。 

・「プライベートファイナンスにおける新興リスクのテーマ別分析」の公表、関連して

「レバレッジドローン（LL）及び CLO に関する検討のための好事例」の市中協議を実施。 

 

市場動向に関する IOSCO 内部での議論も重要であり、FSEG を通じて市場動向、リス

クとトレンド、そして NBFI に関する IOSCO の委員会の主要な取り組みについて議論す

るために証券規制当局のリーダーが世界中から呼び集められた。ハイレベルでの関与は協

力と有効性の振興という我々の目標も促進する。 

 

（2）2024年の作業計画 

 2024 年に IOSCO はノンバンク金融仲介（NBFI）活動での課題、特に NBFI のレバレ

ッジへの対処に焦点を合わせ続ける。FSB の規制監督上の協調に関する常設委員会（SRC）

は、2024年にNBFIのレバレッジのモニタリングと金融安定リスクに対処する政策作業に

着手した。IOSCOのメンバーは FSB の作業グループに積極的に貢献している。 

 

 証拠金要件に関する BCBS-IOSCO 作業グループ(3)は中央清算されない市場での変動証

拠金（VM）プロセスの合理化についての政策提言を開発中で、当初証拠金（IM）モデル

の市場ストレスへの反応性も評価している。2024年 1 月に市中協議文書「中央清算されな

い市場における変動証拠金プロセスの合理化及び当初証拠金モデルの反応性」を公表した。 

 

 IOSCO は「レバレッジドローン及び CLO に関する検討のための好事例」を最終化し(4)、

バリュエーションの問題と利益相反についての作業を含むプライベートファイナンスにつ

いての更なる作業を検討し実行する。 

 

 2024 年の CPMI（BIS 決済・市場インフラ委員会）－IOSCO の共同作業プログラムは

金融安定に関する IOSCOの作業の一部で、以下のテーマに沿って構成されている。 

・FMI のオペレーショナルレジリエンスの強化。オペレーショナルレジリエンスに関する

新設のグループが、サイバーレジリエンスとサードパーティーリスク管理の作業を開始。 

・集中清算の強靭性の強化。関連する「金融市場インフラのための原則（PFMI）」ガイダ

ンスに向けた証拠金に関する作業を行う。 

・PFMI 原則の実施状況のモニタリング。原則 15（ビジネスリスク）のレベル 3 評価を含

み、これは PSG（政策常設グループ）のノンデフォルトロスの作業にも情報を提供する。 

                    . 

 

3 関連する証拠金関連の取り組みについては、金融庁のサイトの“「証拠金慣行の見直し」のフォローアップ作業に係
る市中協議文書の公表について”  https://www.fsa.go.jp/inter/ios/20240122.html にまとめられている。 

 

4  IOSCO:” Leveraged Loans and CLOs Good Practices for Consideration” が 2024年 6月に公表されている。 

https://www.fsa.go.jp/inter/ios/20240122.html
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2．市場の有効性を支援する 

 資本市場が強靭で効果的なことは、市場のボラティリティ事象の増加と新たなマクロ金

融環境に直面する状況では、引き続き重要である。高金利やその他の経済情勢の変化は市

場参加者に課題を提起し続けている。市場の有効性支援というテーマには、オペレーショ

ナルな強化や証券市場の強靭性向上を目指す作業も含まれる。 

 

（1）2023年の主な活動 

2023 年次に IOSCO 代表理事会は、市場の有効性の支援に関する 2 つの市中協議文書、

“「市場の機能停止」についてのグッドプラクティス（好事例）の市中協議”と“「ポスト

トレードリスク削減サービス」についてのグッドプラクティスの市中協議”の公表を承認

した。また、IOSCO は、2023 年 7 月に米ドル Libor の代替（オルタナティブ）に関する

声明を公表し、新しく生まれたプロダクトに関して SOFR（担保付翌日物調達金利）と比

べた様々な脆弱性を IOSCO が特定したことを強調している。これは、2023 年 6 月の米ド

ル Libor パネルの停止と同期したものである。ベンチマーク問題の継続的なモニタリング

を確実にするために IOSCOは、情報共有ネットワークを設置している。 

 

（2）2024年の作業計画 

20204 年に IOSCO は、市場の有効性の支援というテーマでシングルネーム CDS 市場の

透明性と流動性の欠如に関し、いくつかの当局が提起した懸念を評価する。これには、必

要ならシングルネームCSD市場のポストトレードの透明性を強化する政策選択肢の提言を

含む。この作業は FSB の「ノンバンク金融仲介（NBFI）の強靱性向上：進捗報告書」の

要請にも応えるものである。また、市場仲介者のプリヘッジング・プラクティスで観察さ

れた脆弱性を評価し削減するプロジェクトを開始し、「市場の機能停止(5)」と「ポストトレ

ードリスク削減サービス」のグッドプラクティスに関する作業を最終化する。 
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3．投資家を保護する 

 投資家の保護は資本市場の規制の極めて重要な目的である。このテーマには、IOSCOと

そのメンバーによる、公平、効率的かつ透明な市場を支援し、不正行為と詐欺に最も脆弱

な個人投資家に特に焦点を当て、投資家を守る規制環境を振興する努力が含まれる。 

 

（1）2023年の主な活動 

 2023 年に「リテール市場コンダクトタスクフォース（RMCTF）最終報告書（6）」が公表

され、代表理事会は 6 月に RMCTF の段階的縮小に合意し上級代表理事会メンバーが議長

を務めるリテール投資家コーディネーショングループ（RICG）設立を承認した。RICG は、

いくつかの専門家による内部常設委員会の次の段階の作業に関する情報提供を統合する。 

                . 

5 IOSCOは、最終報告書「Market Outages（株式市場の機能停止）」を 2024年 6月に公表している。 

 

6 IOSCOの “リテール市場コンダクトタスクフォース（RMCTF）最終報告書「リテール投資家の最近の動向とコンダ
クト上の影響」”2023年 3月については、日本証券業協会が 203年 7月に「仮訳」を作成、公表しており、参考にさせ

ていただいた。 

〔出所〕IOSCO：”Update to IOSCO 2023-24 Work programme March 2024 – March 2025 Workplan”April 2024,より

IFRS財団との協力

プロトコルのレ
ビューと更新

第1委員会（会計・

監査・開示）

市場構造の変化が提
起したリスクと課題

第2委員会（流通市

場）

IFRS財団の傘下でのISSBの設立と共に、IFRS会計基準を越えて範囲を正式に広

げるため"国際会計基準についての協力プロトコルのステートメント"のレビュー

が実行される。

成果物と期限：

⇒IOSCOの市中協議文書は2024年第2四半期に公表が予想され、続いて最終報告

書を2024年末までに公表。

成果物と期限：

⇒更新したプロトコルを2025年上半期までにIFRS財団と合意。

取引施設のビジネスモデルの大きな変化が起きている。IOSCOは、こうした変化

が市場の効率性とインテグリティ及び規制アプローチにもたらす主要なリスクと
課題を評価している。

財務報告、監査及び
開示

第1委員会（会計・

監査・開示）

IOSCOの開示につ

いての原則と基準の
レビュー

第1委員会（会計・

監査・開示）成果物と期限：

⇒2025年に市中協議文書と最終報告書。

成果物と期限：

⇒適切であれば、バリュエーションの問題とベストプラクティスについての公開
報告書／ステートメントを205年の公表に向けて2024年に準備する。

IOSCOは、リスクとサステナビリティ問題の開示などについて当初の公表後の動

向を反映するため流通市場に関するIOSCOの開示の原則と基準のレビュー実施。

2022年10月にIOSCOと国際評価基準審議会（IVSC)との間で締結された協力のス

テートメントが裏付けるように、IOSCOは2023年のメンバーの調査が示す、関連

するガバナンスとバリュエーションの問題の評価の前進を目指す。協力ステート
メントから生まれる更なる作業が行われたら、IOSCOはグッドプラクティスにつ

いての報告書を公表するか、または提言とバリュエーション問題とベストプラク
ティスの認識を高めるための追加的な広報活動を行うかを決定する。

ポストトレードリス
ク削減サービス

第7委員会（デリバ

ティブ）

成果物と期限：

⇒2024年第4四半期中に最終報告書。

リスク削減テクニックの一部としてポストトレードリスク削減サービス
（PTRRS)はオペレーショナル及びカウンターパーティリスクを削減し市場参加

者が店頭（OTC）デリバティブ取引の残高の管理をする方法の効率性を高めるた

めにますます利用されている。市場参加者は、PTRRSの遂行を支えるため、ポー

トフォリオ圧縮及びカウンターパーティリスク最適化などのサードパーティー
サービス提供者を採用する。

2024年1月にIOSCOは、全体的な状況とサードパーティーPTRRSの利用の増加と

集中に伴うリスクを評価する市中協議文書を公表。
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デジタル化とリテール投資家へのサービスのクロスボーダーなデリバリーが増大する状

況で RICGは、リテール投資家保護の課題の深化に関し、第 3 委員会（市場仲介者）、第 4

委員会（法執行・情報交換）と第 8 委員会（リテール投資家）からの情報提供を統合する。 

 

（2）2024年の作業計画 

RICGの作業範囲は 2 つの主要なテーマに分類できる。 

①新たに発生しているリテールコンダクトの問題についてのプロジェクト。フィンフルエ

ンサー、ブローカーディーラーの利益相反、フラクショナル（単位未満）資産取引及びデ

ジタルエンゲージメント・プラクティス。 

②オンラインリテール詐欺との闘い。これにはオンラインの違法活動の防止及び認識と投

資家教育の向上に関する作業が含まれる。 
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4．サステナビリティとフィンテックの新たなリスクに対処する 

 資本市場は進化と拡大を続けており、サステナビリティやフィンテック分野の拡大、暗

号資産、分散型金融（DeFi）などの新たに出現した問題を処理することは、証券規制当局

にとって基本的に重要である。 

（１）サステナビリティ関連の 2023 年の主な活動 

 サステナビリティに関して、2 年間の集中的な ISSB への関与を踏まえて IOSCO 代表理

事会は ISSBの基準を 2023年 6月に承認し、2023年 7月 25日に「国際サステナビリティ

基準審議会（ISSB）のサステナビリティ関連財務情報開示基準のエンドースメント」を公

表した。また、2023 年 3 月に IOSCO は、サステナビリティ報告が含むべき、「サステナ

ビリティ関連企業報告のためのグローバルな保証フレームワークの開発に向けた国際的な

作業に関する報告書」も公表した。 

 

その後、IAASBが 2023年 9月に公開草案を公表、IOSCOはこれにフィードバックを提
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供した。一方で IESBA は、2024 年 1 月に公開草案を公表し、IOSCOは現在、C1 と STF

で検討を行っている。また、IOSCOは、規制に基づくカーボン市場についての勧告（健全

で機能的な規制に基づくカーボン市場の発展のための最終報告書）とこれを受けた「自主

的なカーボン市場（VCM）に関する市中協議文書」を公表している。最後に IOSCO は、

「グリーンウォッシングに対応するための監督実務に関する最終報告書」を公表した。 

 

（2）2024年の作業計画 

 2024 年には各法域が ISSB 基準の S1、S2 の情報に基づいて、採用、適用またはそれ以

外の方法を検討し、能力構築に関し継続的に ISSBに関与するだろう。IOSCOは、IESBA

及び IAASB と新しい基準についての対話を続ける。また、VCM についてのグッドプラク

ティスに関する勧告を最終化し、トランジションプランとESGデリバティブについての探

査的な作業を含んだグリーンファイナンスイノベーションについての更なる作業を行う。 

 

（3）フィンテック関連の 2023 年の主な活動 

フィンテックに関して IOSCO は、2023 年 5 月に緊急な投資家保護と市場のインテグリ

ティリスク－及び本質的に矛盾したビジネスモデル－をもたらす暗号資産市場の中央集権

的な主体（CASPs）の活動を標的とした市中協議文書「暗号資産・デジタル資産に関する

勧告案」を公表した。9 月には補完的な政策手段の組み合わせについて「分散型金融

（DeFi）に関する勧告案」の市中協議を行った。 
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最終的な「CDA（暗号資産・デジタル資産市場）への政策」は 11 月に公表され、また、

「分散型金融（DeFi）に関する提言」及び 2 つの提言の相互運用性について説明した「ア

ンブレラノート」が 12月に公表された。これらの提言は、暗号資産市場が提起する中核的

なリスクに取り組むための首尾一貫して頑健な政策枠組みを提供するものである。 

 

（4）2024年の作業計画 

 フィンテックタスクフォースでのCDAとDeFiに関する政策作業に続いて2024年には、

金融商品のトークン化と共に人工知能の利用に関連した金融市場での技術的な発展に政策

のレンズを向ける。加えて、暗号資産に関する提言の IOSCO メンバーのタイムリーで効

果的な実施のモニタリングと促進で暗号資産分野への取り組みの勢いを維持する。 
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なお、IOSCOの事務局は他のグローバルな機関とも連携して、グローバルな課題へのメ

ンバーの対応、各法域での選択を支援するために能力構築プログラムの開発を続ける。 

 

5．規制での協力と有効性を促進する 

 規制での協力と有効性の促進は、IOSCOが世界的に強く強靭性のある資本市場の維持に

努力する上で引き続き中核になる目的であり、以下の取り組みを行う。 

 

（1）MMoU の運営を通じた協力、メンバーの能力構築支援 

 規制での協力促進に向けた長年の主な取り組みの一つは、IOSCOメンバー間の多国間情

報交換枠組み（MMoU）であり執行と情報共有で協力する証券規制当局の能力を強化する。 

 

 IOSCOメンバーの能力構築のための活動は、規制と監督の熟練度を強くすることで国際

的な基準を実施するメンバーの能力の強化を目指すものであり、このテーマでの重要な作

業である。代表理事会によって 2023 年 10 月に承認された最近の能力構築レポートに続い

て、IOSCOは 2024年に強化した能力構築プログラムの展開を開始する。 

 

成長・新興市場委員会及び地域委員会と協議し、IOSCOメンバーが認識したニーズと優

先課題に対応するために、一連の新たな能力構築の提供の開発が始められる。特に、サス

テナブルファイナンスとフィンテック、規制の役割及び市場の展開について、新しいプロ

グラムが開発されるだろう。また、この作業を支援できる教育、基準提言及びその他の機

関との追加的な協力取決めが導入されるだろう。 
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（2）情報と経験を共有するネットワークの設立 

 IOSCO内のさらなる包摂性を強化し促進する目的で、新しく設立されるネットワークに

よる活動が導入され、ダイバーシティと発行市場に関する既存のネットワークに加えて、

アイデアと経験を交換するフォーラムとして運営される。2024 年中に 3 つのネットワーク、

AML ネットワーク、CCP ネットワーク、ベンチマークネットワークが設立される。 

 

Ⅳ．結びに代えて 

 IOSCOの 2024 年の作業計画では、NBFIのレバレッジ利用の分析と対応など金融安定

ための活動、市場の機能の維持・改善させる取り組みと共にリテール投資家の保護とりわ

け、デジタル化がリテール投資家に及ぼしかねない悪影響への対応も重視されている。 

 

 また、気候変動やフィンテック関連などの新しい課題に証券規制当局が協調して対応し

ていくためには、各国の証券規制当局の能力を高めることが不可欠である。このため、当

局間の協調や経験の共有が IOSCOの重要な課題と認識されている。経済・金融環境の変

化によって IOSCOが重視して対応すべき課題も変化するだろうが、これについてはリス

クアウトルック 2025 年～2026 年の策定が予定されている。 

 

IOSCOが対応すべき課題と課題への取り組みについては、引き続き注目してフォロー

していきたい。 

 

 

以上 
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公表時期

2023年6月

2023年8月

2024年2月

〔出所〕IOSCOのサイトと金融庁のサイトの”国際関係情報－IOSCOの最近のプレスリリース”から作成

「オープンエンド型ファンドの流動性リスク管理ツールについてのガイダンス」市中協議文書

参考：2023年次（2023年3月～2024年3月）の IOSCOの主な報告書

「ETF（上場投資信託）のためのIOSCO原則の実施に関するグッドプラクティスについての報告書」

2023年3月

BCBS、CPMI、IOSCO:「2022年中の中央清算されるコモディティ市場における証拠金のダイナミクス」

「特別買収目的会社（SPAC）に関する最終報告書」

報告書など

「リテール投資家の最近の動向とコンダクト上の影響に関する最終報告書」

2023年5月

「暗号資産・デジタル資産に関する勧告案」市中協議文書

「サステナビリティ関連企業報告のためのグローバルな保証フレームワークの開発に向けた国際的な作業に
関する報告書」

CPMI、IOSCO：市中協議文書「中央清算市場における変動証拠金の合理化」

「自主的なカーボン市場についての市中協議文書」

市場の機能停止に関する市中協議文書

BCBS、IOSCO：市中協議文書「中央清算されない市場における変動証拠金プロセスの合理化及び当初証拠

金モデルの反応性」

「のれんに関する市中協議文書」

2024年1月

最終報告書「のれんの会計処理に関する提言」

「オンラインハームに関するステートメント」

最終報告書「希釈化防止のための流動性管理ツール：『集団投資スキームの流動性リスク管理に関する提
言』の有効な実施のためのガイダンス」

最終報告書「グリーンウォッシングに対応するための監督実務」

2023年7月

2023年12月

「レバレッジドローン及びCLOに関する検討のための好事例」市中協議文書

「分散型金融（DeFi）に関する勧告案」市中協議文書

2023年9月

国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）のサステナビリティ関連財務情報開示基準のエンドースメント

CPMI、IOSCO：「清算機関のノンデフォルト・ロス対応現行実務に関する報告書」

最終報告書「プライベートファイナンスにおける新興リスクのテーマ別分析」

最終報告書「暗号資産・デジタル資産に関する勧告」

「健全で機能的な規制に基づくカーボン市場の発展のための最終報告書」

国際監査・保証基準審議会（IAASB）の国際サステナビリティ保証基準に関する公開草案の市中協議及びグ

ローバルアウトリーチプログラムを歓迎

ポストトレードリスク削減サービスに関する市中協議文書

BCBS、CPMI、IOSCO：市中協議文書「中央清算市場における当初証拠金の透明性及び反応性」

最終報告書「分散型金融（DeFi）に関する勧告」及び「DeFiを含む暗号資産・デジタル資産市場への政策

提言：アンブレラノート」


